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～「コンパクトザウルス」型都市構造を目指して～ 

「コンパクトザウルス」について 
北九州市の拠点とこれらを結ぶ軸を骨格とする、都市構造型

キャラクター。子供たちをはじめ多くの人に、コンパクトなま
ちづくりに関心を持ってもらうため、現れました。街なか出身。 





 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 

～ 計画策定の趣旨 ～ 
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１ 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の趣旨 

本市は、今後、急速な人口減少と超高齢化により、住宅市街地の低密度化、地域活力の低下が進

み、厳しい財政状況下では、市民生活を支えるサービスの提供が困難になることが想定されます。 

このような人口減少下においても、地域の活力を維持増進し都市を持続可能なものとするため、

商業・医療・福祉施設等や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によ

りこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直

し、コンパクトなまちづくりを進めていくことの必要性が高まっています。 

国においては、今後の人口急減等を見据え、都市のコンパクト化を推進するため、平成26年8月

に、都市再生特別措置法が改正され、都市計画マスタープランの一部とみなされる「立地適正化計

画」が制度化されました。 

本市は、平成15年11月に策定した北九州市都市計画マスタープランにおいて、街なか居住など都

市計画の基本的な方針を明確にし、諸施策を総合的に展開してきましたが、上記のような状況を踏

まえ、コンパクトなまちづくりをより一層推進するため、平成28年9月に「北九州市立地適正化計

画」を策定しました。 

立地適正化計画では、都市再生特別措置法に基づき概ね5年毎に施策の実施状況について調査、

分析及び評価を行うよう努めるとされています。このため、北九州市立地適正化計画においても、

概ね5年を１サイクルとするＰＤＣＡサイクルを取り入れ、施策・事業等の見直しを行うこととし

ています。 

また、頻発・激甚化する自然災害への対応するため、令和2年6月に都市再生特別措置法が改正さ

れ、立地適正化計画に居住の安全確保などの防災・減災対策の取組を推進するため、立地適正化計

画に「防災指針」を記載することとされました。 

こうした状況を踏まえ、今回の定期見直しにおいては、誘導施策・事業の見直しを実施するとと

もに、法改正による「防災指針」の策定及び防災指針に基づく防災・減災対策の取組の位置付けを

行い、災害に強くコンパクトなまちづくりを推進していきます。 
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１ 計画策定の趣旨 

■立地適正化計画の概要 

立地適正化計画とは、市町村が、都市全体の観点から、居住機能や商業・医療・福祉施設等の都

市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市機能誘導区域を定めることにより、区域外における誘導施設の建築等が事前届出・勧告の対象

となります。区域内に都市機能の誘導を図るため、財政上、金融上、税制上の支援措置等を計画に

記載できます。 

・居住誘導区域を定めることにより、区域外における一定規模以上の住宅等の建築等が事前届出・勧

告の対象となります。区域内の居住環境の向上、公共交通の確保等、居住の誘導を図るため、財政

上、金融上、税制上の支援措置等を計画に記載できます。 

図 立地適正化計画のイメージ 

都市機能誘導区域 

 生活サービスを誘導するエリアと当該

エリアに誘導する施設を設定 

公共交通 

 維持・充実を図る公共交通網を設定 

立地適正化計画区域（=都市計画

区域） 

 本計画の対象区域 

居住誘導区域 

 居住を誘導し人口密度を維持するエリ

アを設定 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

～ 計画策定の概要 ～ 
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２ 計画策定の概要 

２ 計画策定の概要 

２-１ 計画の位置づけ 

北九州市立地適正化計画は、市町村の基本構想等まちづくりに関する多様な分野の計画と連携し

ています。土木・都市整備分野のみならず、居住や医療・社会福祉・商業・公共交通・防災等の様々

な面から住宅や都市機能の適正な誘導により持続可能なまちづくりを目指すものです。 

 

 

 

 

  

図 立地適正化計画の位置づけ 
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２ 計画策定の概要 

２-２ 計画の対象区域 

北九州市立地適正化計画の対象区域は都市計画区域（市域のうち島しょを除く）とします。 

 

２-３ 目標年次 

計画の目標年次については、国の都市計画運用指針では概ね20年後の都市の姿を展望するととも

に、併せてその先の将来も考慮することとされています。 

また、立地適正化計画が包含される本市の都市計画マスタープラン（平成30年3月改定）では、概

ね20年後の将来を展望し、目標年次を令和22年度（2040年度）としています。 

これらのことを鑑み、立地適正化計画の目標年次は平成52年(2040)とします。 

 

 

「都市計画運用指針 第8版 (国土交通省)」 

Ⅳ－１－３ 立地適正化計画 － ３．記載内容 

立地適正化計画においては、都市全体を見渡しながら居住や都市機能を誘導する区域を設定するとと

もに、これらを誘導するための施策等が記載されることとなる。その検討にあたっては、一つの将来像

として、おおむね２０年後の都市の姿を展望することが考えられるが、併せてその先の将来も考慮する

ことが必要である。また、概ね５年ごとに評価を行い、必要に応じて立地適正化計画や関連する都市計

画の見直し等を行うことが望ましく、動的な計画として運用すべきである。その際、持続可能な都市経

営を実現するという観点からは、将来の人口の見通しとそれを踏まえた財政の見通しを立て、都市構造

と財政支出の関係を精査することが望ましい。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

～ 本市の現状と将来動向 ～ 
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３ 本市の現状と将来動向 

３ 本市の現状と将来動向 

３-１ 本市の位置と成り立ち 

（１）位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成り立ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 本市の位置図 

本市は九州の最北端に位置し、面積は約492ｋ㎡を有し、福岡県域の約10％を占めています。 

また、都市圏は福岡県北東部を中心に、山口県、大分県の一部にまで及びます。 

本市は昭和38年（1963）に、広域的な行政運営を効率的かつ機能的に行うため、独立した行政機能

を持つ１０～３０万規模の都市で構成された５市の対等合併で誕生しました。 

10.6 万人 

34.9 万人 

10.8 万人 

31.3 万人 

15.6 万人 

103.２万人 

図 本市の成り立ち 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-２ これまでの都市づくり 

（１）都市づくりの変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 これまでの都市づくりの変遷 

○本市の総合計画などに基づく都市づくりは、当初、高度成長を背景とした人口増に備え、多核都

市を基本として、各地域の均衡ある発展を目指し、全市の比較的均質な生活環境の整備を実現し

てきました。 

○昭和63年以降は、百万都市として大都市らしい、都心、副都心の形成を図ることとし、小倉地区

を都心、黒崎地区を副都心と位置づけるとともに、市内各地域拠点の特性に応じ、均衡に配慮し

た集中型都市づくりに転換しました。 

○その後、平成15年度に策定した都市計画マスタープランや平成20年に策定した北九州市基本構

想・基本計画「元気発進!北九州」プランにおいて、“街なか重視のまちづくり”と“環境配慮型

の都市づくり”を明確にし、現在に至っています。 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢街なか｣を重視し、それぞれの地域に
ふさわしいまちづくりをめざします 

市⺠⽣活や産業など、さまざまな都市活動の
拠点となる区域に重点をおいて、人、もの、情
報など、多様な交流が活発に行われるまちづ
くりを進めます。 

｢拠点地区｣の都市機能を高めていきます 

都市活動が円滑に、効果的に行われるように、
主要な幹線道路も整備や、その沿道の適切な
土地利用などを図っていきます。 

図 北九州市都市計画マスタープラン全体構想(平成30年3月改定)における 

都市空間形成の基本方向図（将来都市構造図） 

｢交流軸｣とネットワークを強化
していきます 
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３ 本市の現状と将来動向 

（２）まちづくりの取組状況 

①街なかの主な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組
の方向

■中心市街地活性化基本計画の推進

　➤小倉都心、黒崎副都心の活性化を図るため、

     都市機能集積、商業振興等、

     一体的な取組を推進

　　 ・勝山公園、あさの汐風公園、

       北九州市漫画ミュージアム

　　 ・黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備

      （図書館、ホール、広場整備）

　　 ・中心市街地暮らし・にぎわい再生事業

　　 ・中心市街地共同住宅供給事業

　　 ・黒崎地区ひとづくり・まちづくり総合支援事業

■リノベーションまちづくり推進事業

　➤都市型ビジネスの推進による街なか再生

■環境モデル都市の形成

　➤小倉都心・黒崎副都心の低炭素型まちづくり

■都市再生整備計画事業の実施

　➤都市の再生に必要な公共公益施設の

     整備等を行う

     （小倉都心地区、戸畑地区、城野駅南地区、

      八幡駅前地区　等）

　　　戸畑図書館（旧戸畑区役所庁舎の活用）、

　　　総合療育センター、八幡病院（移転・建替）等

■中心市街地の道路整備

　➤小倉都心、黒崎副都心地区の商店街等の

     活性化を支援する、人や車の快適でスムーズな

     移動を可能とする道路網整備

■都市再生緊急整備地域（小倉地区）の指定

■都市景観マスタープランの策定

□拠点商業の再生・活性化

□利便性を活かした職住近接の都心居住の促進

□交通拠点にふさわしい都市基盤整備

□拠点駅における高次な交通結節機能の充実

□民間投資を促進する都市再生緊急整備地域

　の指定

□街の顔となる景観整備

○産業集積や都心居住による高度利用ができる

○訪れたくなる魅力が豊かになる

○集中する人や車に対応できる

都心・副都心・地域拠点

□市街地の更新促進と街なみ向上

□生活を支援する地域商業や公共

   公益機能の充実

□低・未利用地の活用

□民間活力を引き出す効果的な制度の活用

□街なか居住を促進する多様な住宅供給の促進

□コミュニティの再生促進

□道路・交通環境の充実

○多くの人が便利に永く住むことができ、

   交流が活発に行われる

○子育て世代や高齢者、働く女性も暮らしやすい

○歩いて便利に暮らせる

○街の緑や水辺のアメニティが豊かになる

活力とにぎわいある「街なか」の

拠点地区のイメージ

主な取組
（事業中を含む）

■市街地再開発事業、住宅市街地総合整備事業の実施

　 ➤低・未利用地を活用し、都市機能の集積や

      住宅等の地域拠点整備

　　　（小倉駅南口東・西小倉駅前第一地区、

        大里本町地区等）

■土地区画整理事業の実施

　➤城野駅北地区（城野ゼロカーボン先進街区）、

     折尾地区、大里本町地区　等

■折尾地区総合整備事業

　➤折尾駅の改築、連続立体交差事業など、

     学園都市の玄関口にふさわしいまちとして

     の再整備

■街なかへの定住促進

　➤「住むなら北九州　移住推進の取組み」

     「優良賃貸住宅供給支援事業」

■国道３号黒崎バイパスの整備

　➤ 国道３号や周辺道路の渋滞緩和を図る、

      黒崎副都心の道路整備

■北九州市環境首都総合交通戦略の推進

　➤既存の公共交通を有効活用し、その維持や

     充実・強化を図る施策を推進。

　　 ・交通拠点：交通結節機能強化、案内情報充実、

                    駅バリアフリー化

　　 ・交通軸 ：バスレーンカラー舗装、

                  低床式バス導入、

                  筑豊電鉄ＬＲＴ型低床車両導入

　　 ・その他 ：自転車レーン、歩道整備

■都市型観光拠点（門司港地区）の整備

　➤門司港駅改修、レトロ観光列車、三宜楼、

     和布刈公園　等

■環境モデル都市の形成

　➤八幡東田スマートコミュニティ推進事業

街なか

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン

都市の
イメージ

住み良い「街なか」のイメージ

○「街なか」を重点化し、都市整備、住宅施策等を総合的に実施しています。 

表 街なかの主な施策 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

②市街地再開発事業・住宅市街地総合整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市街地再開発事業 施行面積 用途 完了年度

Ａ 約2.4ha 店舗、事務所、駐車場 Ｓ５５

一街区 約0.3ha ホテル Ｓ５９

二街区 約0.3ha 店舗、事務所、駐車場 Ｈ１

Ｃ 約0.8ha 店舗、事務所、駅舎 Ｓ６２

Ｄ 約1.8ha
商業、業務、公益施設、駐

車場
Ｈ８

Ｅ 約0.4ha ホテル、駐車場 Ｈ１０

Ｆ 約2.1ha
商業、業務、公益施設、住

宅、駐車場
Ｈ１２

Ｇ 約1.9ha
商業、ホテル、公益施設、

バス・電車停留所、駐車場
Ｈ２４

Ｈ 約2.7ha
住宅、商業、業務、学校、

駐車場
Ｈ１８

Ｉ 約3.6ha
商業、業務、公益施設、大

学、駐車場
Ｈ１８

Ｊ 約0.5ha 住宅、商業施設、駐車場 Ｈ２３

Ｋ 約0.6ha 業務、商業、住宅、駐車場 Ｈ３１

約17.4ha

黒崎駅東地区

Ｂ 馬借地区第一

折尾駅前地区

小倉駅前東地区

紫川馬借地区

計

若松A地区

黒崎駅西地区

八幡駅前地区

室町一丁目地区

西小倉駅前第一地区

小倉駅南口東地区

住宅市街地総
合整備事業

開発面積
住宅実績

戸数
完了
年度

① 企救丘地区 約1.5ha 約190戸 Ｈ７

② 大里西地区 約2.0ha 約280戸 Ｈ１０

③ 久岐の浜地区 約9.3ha 約830戸 Ｈ１７

④ 穴生地区 約6.4ha 約560戸 Ｈ１７

⑤ 天神町地区 約4.3ha 約460戸 Ｈ１８

⑥ 白銀地区 約2.1ha 約350戸 Ｈ２２

⑦ 篠崎地区 約2.5ha 約680戸 Ｈ２２

⑧ 戸畑地区 約2.3ha 約250戸 Ｈ２２

⑨ 小嶺地区 約2.8ha 約140戸 Ｈ２５

⑩ 大里本町地区 約19.0ha 約830戸 Ｈ２５

⑪ 城野駅北口 約4.4ha 約550戸 Ｒ１

⑫ 八幡高見地区 約28.0ha 約950戸
Ｒ５

（予定）

約84.6ha 約6,070戸 -計

①

⑤

⑨
②

③

④

⑦
⑧

⑥

⑩

⑪Ａ ⑫

Ｂ

Ｃ

Ｊ

F E

G

Ｋ

Ｈ

Ｉ

D

北方

○これまで 11地区の市街地再開発事業、12地区（約 5,120 戸）の住宅市街地総合整備事業の実施

により、都市機能の集積・高度化を推進してきています。 

図 事業実施箇所位置図 

市街地再開発

１９７０年代（昭和４５～） 

１９８０年代（昭和５５～） 
１９９０年代（平成 ２～） 
２０００年代（平成１２～） 
２０１０年代（平成２２～） 

住宅市街地総合整備事業 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

③土地区画整理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○土地区画整理事業により、これまで、市街化区域の約 1/4 にあたる約 5,000ha を整備してきてい

ます。 

図 事業実施箇所位置図 

注）昭和 40年以降の事業のみ箇所をプロット、平成 17年以降の事業のみ地区名を記載

事業完了

時期

件数

（件）

施工面積

（ha）
凡例

Ｓ４０～Ｓ４９ 14 1129.2

Ｓ５０～Ｓ５９ 10 513.0

Ｓ６０～Ｈ６ 5 260.8

Ｈ７～Ｈ１６ 12 583.1

Ｈ１７～Ｈ２６ 5 219.6

Ｈ２７以降 6 200.8

旦過地区 
大里本町 

折 尾 

上の原 

上葛原第二 

城野駅北 

吉 志 

北九州学術・研究都市 
北部，南部 

長野津田 

町上津役 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

④北九州市環境首都総合交通戦略（北九州市地域公共交通計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〇市民や交通事業者等と連携しながら交通施策を総合的・重点的に推進することを目的とした「北

九州市環境首都総合交通戦略（平成20年12月策定、平成26年8月中間見直し）」に基づき、交通施

策を展開しています。 

〇令和2年11月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、地域交通に関するマスタ

ープランとなる「地域公共交通計画」の策定が新たに制度化されました。 

〇これを踏まえ、令和4年3月に「北九州市地域公共交通計画（北九州市環境首都総合交通戦略）」を

策定し、「北九州市立地適正化計画」との連携を図りつつ、持続可能な公共交通ネットワークに向

けた都市交通施策の推進に積極的に取り組んでいきます。 

○理念 

環境にやさしく安心して移動できるまちを目指して 

～ 使おう公共交通、かしこくマイカー利用 ～ 

○基本方針 

・持続可能な公共交通ネットワークの強化･充実 

・利便性の向上・環境にやさしい公共交通の利用促進 

・誰もが使いやすい公共交通の実現 

・公共交通を支える道路環境の充実 

交通理念 
環境にやさしく安心して移動できるまちを目指して 

～ 使おう公共交通、かしこくマイカー利用 ～ 

地域の実情に応じて 

みんなが 

地域に応じて 

バランスの取れた 

交通行動を 

な移動手段が確保されています 

なまちを目指します 

人と環境にやさしい 

地域の状況に応じて 

連携・協力 実  践 

地 域 性 

安全・安心

持続可能 

バランス 

≪交通理念につながるキーワード≫ 

課題解決に向けた 

取組みの視点 

地域公共交通計画の基本方針 

≪地域公共交通計画の基本方針設定の考え方≫ 

公共交通の抱える課題 

目指すべき交通体系 

□ 公共交通拠点・公共交通軸・ 

支線の設定 

□ 公共交通ネットワークの設定 

□ 道路交通軸の設定   など 

本市の掲げる交通理念の実現に向け、以下の流れに沿って基本方針を策定します。 

出典：北九州市地域公共交通計画 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-３ 人口 

（１）人口の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

S55 H2 H12 H22 R2 R12 R22

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

0～14歳 15～64歳 65歳以上

推計値高齢人口

生産年齢人口

年少人口

1,065,078
(ピーク)

前回推計値

936,127

807,022

R2から

△14%

939,029

○本市の人口は、令和2年の約94万人から、令和22年には約81万人(△ 約14％)に減少するものと推

計されています。また、高齢化率(65歳以上の人口比率)は30%から37%に増加し、生産年齢人口比

率は54%から52%に低下すると推計されています。 

図 北九州市の人口推移 

表 年齢別比率 

出典：総務省「国勢調査(S55～H27)」、北九州市「令和 2年国勢調査人口等基本集計結果の概要」(R3) 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

人
口
（
人
） 

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

S55 H2 H12 H22 R2 R12 R22

0～14歳 23% 18% 14% 13% 12% 11% 11%

15～64歳 68% 69% 67% 61% 54% 55% 52%

65歳以上 9% 13% 19% 25% 30% 34% 37%

計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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３ 本市の現状と将来動向 

（２）人口の社会動態・自然動態等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14,154

12,314

9,606 9,246 9,172 9,028
8,433 8,593

8,196
8,457 8,533 8,539 8,415 8,302 8,377 8,213 8,072 7,904 7,864 7,621 7,349 7,188

6,614 6,458
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1.47
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1.36
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1.47

1.75 1.76

1.54

1.42

1.36
1.32 1.29 1.29

1.261.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42
1.36 1.33
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北九州市の出生数 北九州市の合計特殊出生率 全国の合計特殊出生率

合計特殊出生率

出生数

全国

北九州市

※合計特殊出生率＝15～49歳までの女性の出生率
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5
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7
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2
9

令
和

元
年

人口動態

自然動態

社会動態

社会動態減第１のピーク

社会動態減第2のピーク

H15 自然減がマイナスへ

出典：北九州市「推計人口異動状況」「北九州市衛生統計年報」 

図 自然動態と社会動態の推移 

図 出生率・出生数の推移 

出典：厚生労働省「人口動態調査」 

北九州市は「北九州市衛生統計年報」 

○人口動態について内訳を見ると、昭和57年頃までは社会動態の減少分を自然動態の増加分で補っ

ていましたが、自然動態の減少により補えなくなり、人口は減少しています。近年、社会動態の

減少は改善しつつあるものの、自然動態の死亡数が出生数を上回り依然として人口減少は続いて

います。 

○出生数は、平成2年に1万人を割り込み、近年は6,000人台で推移しています。また、合計特殊出生

率は、平成12年以降全国平均を上回って推移しており、令和2年度1.47人（全国平均1.33人）とな

っています。 

人
口
増
減
（
人
） 

出
生
数
（
人
） 

合
計
特
殊
出
生
率
（
‰
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３ 本市の現状と将来動向 

（３）人口増減等の指定都市比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.2 52.3 52.4 52.6 52.8 53.0 53.7 53.7 54.2 54.7 54.7 55.5 55.8 56.1 56.3 56.7 57.7 58.5 58.5
60.4

20.0
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70.0

28.4

29.9
31.2 31.4 31.8 32.2 32.4 32.8 33.1

34.3 34.7 35.0
36.2 36.2 36.6 36.8 36.8 37.1 37.6 38.0

20.0
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30.0

35.0

40.0

0.86 0.86
0.89 0.89 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96

0.98
1.02

1.04

0.60

0.80

1.00

1.20

人口増加

人口減少

図 令和22年の高齢化率（指定都市比較） 

図 令和22年の生産年齢人口比率（指定都市比較） 

○本市の人口増減の動向を指定都市間で比較して見ると、令和22年には、人口減少の割合、高齢化率

は、指定都市のなかで上位に位置しています。 

出典：総務省「令和 2年国勢調査」 

   国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）』 

高
齢
化
率
（
％
） 

（
令
和
２
２
年
人
口
／
令
和
２
年
人
口
） 

生
産
年
齢
人
口
比
率
（
％
） 

図 人口変化率（令和2年⇒令和22年）（指定都市比較） 
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３ 本市の現状と将来動向 

（４）人口密度 
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S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R22

DID面積（ha）

DID人口密度(人/ha) 試算値

図 DIDの変遷 

図 DID面積・DID人口密度の推移 

注）令和 22年 DID 人口密度は、面積を平成 27年 DID 面積が令和 22年においても一定と仮定し、人口を国立社会保障・

人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30年推計）」をもとに試算 

出典：国土交通省「国土数値情報（DID 人口集中地区）」をもとに北九州市にて作成 

出典：昭和 40年～平成 27年は、総務省「国勢調査」 

○人口集中地区(DID)の面積は、昭和40年から平成27年の間で、約1.6倍に拡大しています。一方で、

人口減少に伴い、DID地区内の人口密度は約91人/haから約55人/haに低下しています。将来的に人

口減少が進んだ場合、DID地区面積が変わらないと仮定すると、さらにDID地区内人口密度は約44

人/haまで低下するものと見込まれます。 

D
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面
積
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３ 本市の現状と将来動向 

（５）人口密度の指定都市比較 
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図 平成27年DID人口密度（指定都市比較） 

図 昭和45年DID人口密度（指定都市比較） 

注）昭和 45年時点での指定都市は、横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・北九州市の 6都市であり、

他の都市の DID 人口・面積は、指定都市移行前の合併市町村の人口・面積を合計している。 

出典：総務省「昭和 45年・平成 27年国勢調査」 

○人口集中地区（DID）内の人口密度は、政令指定都市の中で最も低密度となっており、居住構造は

他都市に比べ拡散している状況が伺えます。 

昭
和45

年D
ID

人
口
密
度
（
％
） 

平
成27

年D
ID

人
口
密
度
（
％
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３ 本市の現状と将来動向 

（６）地区別の将来人口等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「将来人口推計の方法」 

推計年 令和 22年（2040 年） 

推計地区単位 町丁目・字別 

基準人口 令和 2年国勢調査（小地域集計，年齢（５歳階級）） 

推計手法 コーホート要因法 

・推計に用いる仮定値（生残率・純移動率・子ども助成費・0-4 歳性比）は、国立

社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 30年 3月推計）』

の行政区別仮定値を用い、行政区内の町は同一仮定値として推計 

「地区別の人口等の算出対象等について」 

・地区別の人口の動向等については、算出の対象を市街化区域（工業専用地域・臨港地区等を除く）とし

ている。 

・地区別の人口密度については、道路や公園などを除く可住地を分母として算出している。 

「留意事項」 

・国立社会保障・人口問題研究所において、行政区単位の将来人口は推計されているものの、地区単位の

将来人口は推計されていません。 

・本市の人口は将来的にも減少し続けると予測されていますが、地区単位でみると将来的に人口増加する

地区、又は人口減少が顕著な地区等、人口変動の特性は異なることが考えられます。 

・国立社会保障・人口問題研究所における人口推計手法を参考として、各地区の人口変動の特性を把握し

ていきます。 

 

○地域別の将来人口推計にあたっての前提条件等は以下のとおりです。 
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３ 本市の現状と将来動向 

①人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉都心と 
その周辺 

八幡西区 
北部 

 
小倉南区 
西部 

○将来人口を地区別に見ると、総人口が減少するなか、小倉都心とその周辺、八幡西区北部、小倉

南区西部などでは一定の人口集積がみられます。 

図 令和2年人口分布 

図 令和22年人口分布 

出典：総務省「令和 2年国勢調査」 
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３ 本市の現状と将来動向 

②人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松区 
東部 

 

八幡東区 
 

門司区 
北部 

図 令和2年人口密度分布 

図 令和22年人口密度分布 

○人口密度を地区別に見ると、八幡東区、若松区東部、門司区北部などで密度が大きく低下してい

ます。 

出典：総務省「令和 2年国勢調査」 
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３ 本市の現状と将来動向 

③高齢者人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒崎周辺 

小倉都心とその周辺 

モノレール沿線 

門司区南部 

図 令和２年高齢者人口密度 

図 令和22年高齢者人口密度 

○高齢者人口密度を地区別に見ると、全体的に高齢者が増加するなかで、特に、小倉都心とその周

辺、黒崎周辺、モノレール沿線、門司区南部などで密度が高くなっています。 

出典：総務省「令和 2年国勢調査」 
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３ 本市の現状と将来動向 

④高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松区 
東部 

八幡東区 

門司区 
北部 

図 令和2年高齢化率 

○将来の高齢化率を地区別に見ると、八幡東区、若松区東部、門司区北部などで高齢化率が高くな

っています。 

図 令和22年高齢化率 

出典：総務省「令和 2年国勢調査」 
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３ 本市の現状と将来動向 

⑤年少人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉都心とその周辺 

モノレール沿線 

学研都市周辺 

黒崎周辺 

図 令和2年年少人口密度 

図 令和22年年少人口密度 

○全体的に年少人口は減少するものの、地区別に見ると、学研都市周辺、小倉都心とその周辺、モ

ノレール沿線、黒崎周辺において、年少人口密度40人/ha以上の地域も存在します。 

出典：総務省「令和 2年国勢調査」 
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３ 本市の現状と将来動向 

⑥人口増減率・人口密度増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡西区 
北部 

小倉南区 
西部 

八幡西区 
北部 

若松区 
東部 

八幡東区 

小倉南区 
西部 

門司区 
北部 

図 人口増減率（令和2年⇒令和22年） 

図 人口密度増減（令和2年⇒令和22年） 

○人口増減率を地区別に見ると、八幡東区、若松区東部、門司区北部などでは人口減少率が高く、

小倉南区西部、八幡西区北部などでは人口が増加しています。 

○人口密度増減を地区別に見ると、JR戸畑駅周辺、JR門司駅周辺などの中心市街部ほど密度の低下

や減少率が大きく、小倉南区西部や八幡西区北部で密度が高くなっています。 

出典：総務省「令和 2年国勢調査」 

出典：総務省「令和2年国勢調査」 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-４ 地形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○本市は、海と山に近接し、平坦地が少ない地形特性に加え、臨海部は工場などの工業的な土地利

用がなされたことから、狭い平坦地を中心に市街地が形成されています。 

○人口が増加していた時代（高度経済成長期）には、臨海部の工業地等と近接し通勤に便利な地域

が居住地として選択されたこともあり、八幡東区や門司区、若松区などの斜面地においても市街

地が形成されています。 

○市街化区域内の斜面地の多くは、宅地造成工事規制区域に指定されています。 

図 北九州市の鳥瞰 

小倉 

⿊崎 

門司港 

門司 

若松 ⼾畑 

八幡・東田 下曽根 

城野 

徳⼒・守恒 

八幡南 

学術研究都市 

折尾 

出典：人口密度は総務省「令和 2年国勢調査」 

斜面地は「国土数値情報（標高傾斜度 5次メッシュ（平成 23年））」

データによる平均傾斜角度 5度以上メッシュ地域 

 

図 人口密度の状況（令和 2 年） 

図 斜面市街地内の状況 

図 高齢者にとって移動しづらい 

斜面市街地 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 宅地造成工事規制と斜面地の関係 

出典：斜面地は「国土数値情報（標高傾斜度 5次メッシュ（平成 23年））」データによる平均傾斜角度 5度以上メッシュ地域 

宅地造成工事規制は北九州市資料（令和元年） 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-５ 土地利用 

（１）用途地域の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

面積（ha） 都市計画区域に占める
割合（％）

市街化区域に占める
割合（％）

　　　　　　　　　　　　　　　行政区域 49,169 --- ---
　　　　　都市計画区域 48,865 100.0 ---

20,560 42.1 100.0
第１種低層住居専用地域 3,469 7.1 16.9
第２種低層住居専用地域 303 0.6 1.5
第１種中高層住居専用地域 2,988 6.1 14.5
第２種中高層住居専用地域 6 0.0 0.0
第１種住居地域 4,528 9.3 22.0
第２種住居地域 727 1.5 3.5
準住居地域 0 0.0 0.0
住居系地域（合計） 12,021 24.6 58.5
近隣商業地域 787 1.6 3.8
商業地域 1,179 2.4 5.7
商業系地域（合計） 1,966 4.0 9.6
準工業地域 2,050 4.2 10.0
工業地域 607 1.2 3.0
工業専用地域 3,891 8.0 18.9
工業系地域（合計） 6,548 13.4 31.8

28,305 57.9 ---

市
街
化
区
域

用
途
地
域

市街化調整区域

図 用途地域等指定状況 
出典：北九州市「都市計画基礎調査（平成 28，29 年）」 

○市街化区域は20,560haで、都市計画区域の42.1%を占めています。用途地域は住居系58.5%、商業系

9.6%、工業系31.8%(うち、工業専用地域18.9%)で構成されています。 

表 用途地域等の面積 

出典：国土交通省「令和 2年都市計画現況調査」 
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３ 本市の現状と将来動向 

（２）市街地拡大の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地利用現況（昭和51年） 

図 土地利用現況（平成28年） 

○市街地周辺において開発が進み、主に農地や森林から土地利用転換して、都市的利用が拡大して

います。 

建物用地の面積 
昭和 51年︓約 9,000ha 

建物用地の面積 
平成 28年︓約 15,200ha 

出典：国土交通省「国土数値情報土地利用細分化メッシュデータ」 
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３ 本市の現状と将来動向 

（３）都市機能の集積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市街化区域における商業・医療・教育施設等の集積を見ると、交通利便性の高い地域などに複数

の集積性の高い地域があることがわかります。 

○市街化区域の外縁部においても、日常生活を支える商業・サービス施設が集まっている拠点も存

在しています。 

図 大規模小売店舗の立地動向 出典：全国大型小売店総覧「2022年」 

図 生活利便施設の集積性(100ｍメッシュ) 

※生活利便施設の集積性は、平均値及び標準偏差より相対的に分類 

※集積性は極めて高い「平均値＋標準偏差以上」、集積性は高い「平均値～平均値＋標準偏差」、集積性は低い「～平均値」 

「生活利便施設の集積値の算出方法」 

■生活利便施設の定義 
・身近な商業施設（スーパー・コンビニ） 
・身近な医療機関（病床数200未満） 
・教育施設（小学校、中学校） 
・子育て支援施設（幼稚園、保育園） 
・交通弱者支援施設（老人系福祉施設、障害者福祉施設） 

身近な商業施設A 
（半径500m） 

身近な医療機関B 
（半径500m） 

100mメッシュ①  
■生活利便施設の集積
値の算出方法 

（100mメッシュ①の例） 
集積値= 
身近な商業施設Aの重複
割合+身近な医療機関B
の重複割合=0.7 
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３ 本市の現状と将来動向 

（４）開発許可の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）産業用地 
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開発面積累計〔市街化調整区域〕（千㎡）

開発面積累計〔市街化区域〕（千㎡）

開発許可件数〔市街化調整区域〕

■市街化調整区域における

　 開発許可件数（H29-R3年度）

許可件数
うち住宅
許可件数

H29年度 16 9

H30年度 5 2

R1年度 8 5

R2年度 5 2

R3年度 3 1

○市街化調整区域の開発許可面積は、減少傾向にあるが、近年においても、一定の開発圧力は存在

しています。 

図 開発許可面積（累計）及び開発許可件数の推移 

出典：北九州市開発許可件数をもとに作成 

○本市に進出する工場等の受け皿は、新門司や響灘地区など、市街地から離れた地区に存在してい

ます。 

開
発
面
積
累
計
（
千
㎡
） 

開
発
許
可
件
数
（
件
） 

図 市内における産業の受け皿 
出典：北九州企業立地ガイド 
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３ 本市の現状と将来動向 

（６）空き家の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注）このグラフの「空き家」は、二次的住宅（別荘等）賃貸用・売却用の住宅以外の

長期不在の住宅など（その他の住宅）である。 

図 空き家の分布 

出典：斜面地は「国土数値情報（標高傾斜度 5次メッシュ（平成 23年））」データによる平均傾斜角度 5度以上メッシュ地域、 

空き家は、「北九州市建築都市局」 

注）空き家の危険性については、「家屋の倒壊・崩落」、「建物の傾き」、「構造材の欠損・腐食」、「基礎の浮き又は不同沈下」、 

「屋根瓦材のずれ、破損」、「外壁材の浮き、めくれ」、「外部建具の破損、枠の固定の外れ」や周辺環境への影響等より判断 

出典：総務省「住宅・土地統計調査（昭和 5～平成 30年）」 

図 住宅総数と空き家総数の推移 

○老朽空き家実態調査結果(平成26年11月～平成27年3月)では、「危険あり」と判定した空き家は、

古くから市街化（昭和40年DID地区内）された斜面地に多く、約半数が門司区や八幡東区に分布し

ています。 

○危険性が低い空き家についても、時間の経過とともに老朽化の進行が懸念されます。 

○今後、世帯数が減少に転じた場合、さらに空き家の増加が懸念されます。 

八幡東区 
 

門司区 
 

414,700 
436,600 

468,100 
489,400 496,600 501,800 

14,100 14,600 17,300 23,100 27,900 26,200 
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推計値

世帯数は

減少に転じる

世帯数の減少に

伴い、空き家の

増加が懸念
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３ 本市の現状と将来動向 

（７）未利用地の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中心市街地（小倉都心地区・黒崎副都心地区）の状況を見ると、未利用地が点在しています。 

○未利用地が増加した場合、まちの賑わいや拠点機能の低下が懸念されます。 

図 中心市街地およびその周辺における空き地の発生状況 

（小倉都心地区） 

中心市街地[小倉都心地区] 

：427ha のうち、未利用地等空地：約 34ha 

中心市街地の約 8％が空地 

出典：北九州市「都市計画基礎調査（平成 28年）」

図 中心市街地およびその周辺における空き地の発生状況 

（黒崎副都心地区） 

中心市街地[黒崎副都心地区] 

：104ha のうち、未利用地等空地：約 8ha 

中心市街地の約 8％が空地 

出典：北九州市「都市計画基礎調査（平成 28年）」

中心市街地[黒崎副都心地区] 

平成28年都市計画基礎調査（未利用地等） 

中心市街地[小倉都心地区] 

平成28年都市計画基礎調査（未利用地等） 

■小倉都心地区未利用地 

■黒崎副都心地区の未利用地 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-６ 都市交通 

（１）公共交通の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道２００号 

一般県道 
大蔵到津線 国道３２２号 

国道１０号 

鹿児島本線 

図 北九州市における鉄(軌)道の現状 

出典：列車、駅停車本数は各機関のHP（R2.7）調べ。駅乗車人員は、北九州市資料（R1年度実績） 

○JRは全ての区を連絡しており、小倉駅ではモノレール、黒崎駅では筑豊電鉄と接続しています。

駅の乗降客数は、小倉駅、折尾駅、黒崎駅で多い状況です。 

○バスは、鹿児島本線の鉄道駅を中心とした系統や国道沿い等で運行本数が多い状況です。 

図 北九州市の運行本数ランク別バス路線網 

出典：バス路線は第5回北部九州PT調査に用いた公共交通データ(ナビタイム社作成)を基に作成 

人口はH27国勢調査人口メッシュデータ 
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３ 本市の現状と将来動向 

（２）公共交通の利用圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27人口 構成比
北九州市全体 961,285 100.0%
公共交通カバー圏 829,850 86.3%
空白地域 131,435 13.7%

図 北九州市における公共交通カバー地域と空白地域 

出典：北九州市「地域公共交通計画」 

○公共交通人口カバー率は86.3%、公共交通空白地域の人口は約13万人となっています。 

※公共交通カバー圏域 
・鉄道駅から 500ｍ以内またはバス亭から 300ｍ以内 

（高台地区：標高 50ｍ以上はバス停から 100ｍ以内）の地域 
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３ 本市の現状と将来動向 

（３）公共交通の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：北九州市調べ 

○公共交通利用者数は、平成17年頃まで減少し、以降横ばいとなっています。 

○バス路線は平成13年から令和2年までに69路線（約151km）が廃止されています。 

図 北九州市における公共交通利用者数の推移 

図 北九州市内のバス廃止路線数及び路線総延長の推移 
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【公共交通利用者の推移（S40を1.00）】【乗客数(万人/日)】【乗用車保有台数(万台)】

（年）

Ｈ20.5 nimoca導入

Ｈ21.3 SUGOCA導入

Ｈ22.3 nimocaと
SUGOCAの相互利用

S40

H28

R2

出典：北九州市統計年鑑（各事業者調べ） 

●ＪＲは、北九州市内のＪＲ駅乗客数の合計（含む新幹線小倉駅）   ●自動車は乗用車と軽自動車の合計 

●バスは、交通局、西鉄バス北九州、西鉄北九州観光、北都観光バス 

●公共交通計の伸びは、タクシーを除く交通機関利用者の合計で算出 

※データ取得の関係上、筑豊電鉄の個別データはS61以降、タクシーはS43以降について表記しています。 

※JRはH29は未取得のためH28とH30の平均値、H30、Ｒ1は上位300駅の乗客数のみ(新幹線小倉駅はデータ有)を

表記しています。 
※タクシーはR01データ未取得のため、前年値を記載しています。 
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３ 本市の現状と将来動向 

（４） 市民の交通行動の動向 
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S58
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H17

H24

H29

自家用車 公共交通

図 北九州市の交通手段分担率の推移 

注)自動車分担率：（自家用車利用者数）/（徒歩、

自転車等を含む全交通手段利用者数） 

注)政令指定都市のうち、調査対象となっていな

い、相模原市、岡山市、浜松市、新潟市は除く 

○北九州市の公共交通の交通手段分担率について経年変化を見ると、近年歯止めがかかっているも

のの、低下傾向にあります。 

○一般的には、市街地(DID地区)の人口密度が低いほど自動車依存度が高く、本市は、政令市中で、

DID地区人口密度が最も低く、自動車分担率が2番目に高い状況にあります。 

注)交通手段分担率：（自家用車又は公共交通利用者数）/（自家用車および公共交通利用者数） 

注)H24 の公共交通分担率は、第４回パーソントリップ調査(H17)による北九州市内の分担率をベース

として、H17 から H27 の公共交通利用者数の増分を自家用車からの転換量と見なして算出。 

出典：北部九州圏都市交通計画協議会「北部九州圏パーソントリップ調査」

H29 は第 5回北部九州圏パーソントリップ調査（5PT、H29）

※北九州市居住者を対象とする

出典：国土交通省「平成 27年度全国都市交通特性調査」、総務省「平成 27年国勢調査」 

図 自動車分担率とDID人口密度の関係 
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３ 本市の現状と将来動向 

（５）生活利便施設の立地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公共施設、病院、教育施設など、生活利便施設は主要な交通軸上に多く立地しており、旧来からの

市街地を中心に、人口、生活利便施設が集積し、公共交通が特に便利な地域が形成されています。 

図 身近な医療機関の空間分布 

出典：国土数値情報「医療機関データ」 
（令和2年） 

 
◆病院（病床数20～200 床未満）、 
診療所（病床数20床未満）を対象 

図 公共施設の空間分布 

図 教育施設の空間分布 

出典：「R2年度 北九州市公共施設白書」 

出典：北九州市HP 
 
◆小学校、中学校、高校、大学を対象 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-７ 経済・財政 

（１）経済 

①小売業販売額の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○事業所数は減少傾向にあり、平成26年以降に大きく減少しているものの、売場面積は一定程度維

持されています。 

○小売業商品販売額・床効率（単位床面積あたりの小売業年間商品販売額）は減少傾向にあります

が、平成28年は上昇に転じています。 

図 小売業販売額の推移 

図 小売業の事業所数・売場面積の推移 
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注）「経済産業省経済産業政策局調査統計部 平成14・19・28年 商業統計表」 
及び「通商産業省編 平成3・6・9年 商業統計表」の掲載数値から作図。 

注）「経済産業省経済産業政策局調査統計部 平成14・19・28年 商業統計表」 
及び「通産省業省編 平成3・6・9年 商業統計表」の掲載数値から作図。 
なお小売販売額は掲載数値にデフレーター補正を実施したものである。 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「都市構造可視化計画」ウェブサイト 

図 小売業販売額（平成14年・平成19年） 

黒崎副都心地区 
4,859,842万円 

小倉都心地区 
22,828,311万円 

上葛原 
720,896万円 

八幡南 
1,137,021万円 

折尾 
1,123,442万円 

小倉都心地区 
23,050,678万円 

黒崎副都心地区 
4,837,018万円 

折尾 
784,226万円 

八幡南 
893,325万円 

上葛原 
2,204,452万円 

○市全体で小売業販売額は減少傾向にあるものの、本市の中心市街地として位置づけられた小倉都

心地区、黒崎副都心地区では、高い商業ポテンシャルを有するともに、中心市街地活性化基本計

画に基づく事業（平成25年度終了）も行われ、小倉都心地区では増加、黒崎副都心地区では横ば

い状況にあります。 

○その他の地区の状況を見ると、折尾及び八幡南周辺では、小売業販売額は減少傾向にあるものの、

上葛原周辺では、商業施設の新設（サンリブシティ小倉〔平成17年出店〕）に伴い小売業販売額は

増加傾向にあります。 

平成14年小売業販売額 平成19年小売業販売額 

注)小倉都心地区、黒崎副都心地区は、中心市街地活性化計画の区域で集計。 

 

図 小売業販売額（平成26年） 

※「都市構造可視化計画」ウェブサイトに

て公表されているデータについて、

H14、H19は1kmメッシュ、H26は500メッ

シュへと変更されており、単純比較は

できない。 



 

3-35 

３ 本市の現状と将来動向 

②地価の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区域別の地価の推移 

出典：Ｒ3 固定資産税路線価図 

図 固定資産税路線価等の実態 

（JR小倉駅から国道322号方向） 

注）平成 6年～令和 3年まで、データ位置が継続している地点データを対象とし、

変動率は、平成 6年を 1.0 とした指数の平均として算出している。 

 

E

2.5km

5km

10km

A

C

B

D

図 固定資産税路線価等の実態 

（JR小倉駅から国道322号方向） 

○地価の推移を見ると、市街化区域等で一貫して下落し、特に中心市街地において下落が大きい傾

向にあります。 

○また、地価は中心部から郊外に向けて低下傾向にあります。 

○人口減少や都市機能の撤退が進むと、地価が低下し、税収の確保が困難になることが懸念されます。 

地
価
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３ 本市の現状と将来動向 

（２）財政 

①歳入・歳出 
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図 一般会計歳出の推移 

図 一般会計歳入の推移 

○一般会計歳入に占める「市税」の割合は、近年30％程度で推移しています。 

○一般会計歳出は、少子高齢化の進行などにより「福祉・医療費」は年々増加し、投資的経費は平成

12年度の４割弱の水準に減少しています。 

市
税
（
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全
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福
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・
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全
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） 

出典：北九州市予算・決算資料 
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３ 本市の現状と将来動向 

（３）行政コスト 
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Ln（R2人口密度（グロス）【町丁目単位】）

一人当たり道路橋梁費（市全体）：23,714円

一人当たり道路橋梁費（市全体）に対応する

R2人口密度：39人/ha

政令指定都市
1人当たり歳出額

（千円）

大阪市 643

北九州市 579

福岡市 559

神戸市 553

京都市 543

熊本市 543

名古屋市 529

広島市 524

札幌市 507

新潟市 503

堺市 498

仙台市 489

川崎市 486

横浜市 470

千葉市 469

岡山市 460

静岡市 449

浜松市 436

さいたま市 417

相模原市 413

○一般的に、人口密度が低いほど、一人当たりの行政コストは大きくなる傾向にあります。 

○政令市で比較した場合、本市は２番目に行政コストが大きくなっています。 

○また、地域単位（町丁目）で見ても、公共インフラの維持に係る行政コストは、人口密度が低い

ほど効率が悪く、人口密度が高いほど効率が良くなっています。 

出典：国勢調査（R2）市町村別決算状況調査（R1） 
注）計809市（23区含む）が対象 
注）人口密度および一人当たり歳出額は対数に変換 

図 １人当たり歳出額と人口密度との関係 

表 1人当たり歳出額（政令市比較） 

図 R2人口密度と一人当たり歳出額 

出典：R2国勢調査（小地域）、 
市町村別決算状況調査（R2） 

 
注）一人当たり道路橋梁費（市全体） 

=道路橋梁費/北九州市総人口（R2） 
注）一人当たり道路橋梁費（市全体）に対

応するR2人口密度は回帰方程式より

予測 
注）R2人口密度及び一人当たり道路橋梁費

は対数に変換 
注）道路又は人が存在しない町丁目は対象

としていない 

y = -0.857ln(x) + 7.706

R² = 0.5447
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３ 本市の現状と将来動向 

（４）公共施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北九州市誕生 

昭和40～50年代に集中 

図 公共施設の築年別の状況 

○公共施設は、昭和40年代から50年代に集中して整備が行われ、公共施設の1人当たりの面積は、政

令指定都市平均の1.5倍で最大となっています。 

○公共施設の大規模改修や建替えには多額の費用が必要であり、近年の財政水準では大幅に不足す

ることから、公共施設マネジメント方針により、少なくとも今後40年間で公共施設の保有量（延

床面積）を約20%削減することを目指しています。 

出典：北九州市「公共施設白書」（令和2年） 

図 公共施設の保有施設状況（政令市比較） 

出典：北九州市 

「第 1回行財政改革推進懇談会資料 5」 

図 公共施設の保有施設状況 

（施設分類別 延床面積） 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公共施設マネジメントの取組状況」 

＜北九州市行財政改革大綱（公共施設マネジメント方針）＞(平成26年2月) 

１．基本的な考え方 

・真に必要な公共施設を安全に保有し続ける運営体制を確立する 

・そのため、将来的な財政負担を軽減するための取組みを積極的に進める 

・選択と集中の観点から、にぎわいづくりや活性化にも留意し、将来のニーズ等を見据

え公共施設を再構築する 

２．取組みの視点 

（１）総量抑制（保有量の縮減） 

廃止、縮小、民営化、老朽化した施設の更新は複合化や多機能化 

（２）維持管理・運営方法の見直し 

民間活力の導入による効率化、広域化や多機能化による利用者の拡大 

（３）資産の有効活用 

長寿命化・余剰地の民間売却、賃貸による資産活用 

（４）整備ルールの厳格化（事業評価） 

３．取組み目標 

少なくとも「今後４０年間で保有量を約２０％削減する」 

＜北九州市公共施設マネジメント実行計画＞(平成28年2月) 

■計画策定にあたっての基本方針 

１．施設の集約と利用の効率化 

２．民間施設・ノウハウの活用 

３．市民センターを中心とした地域コミュニティの充実 

４．特定目的施設や利用形態の見直し 

５．施設の長寿命化と年度毎費用の平準化 

６．利用料金の見直し 

７．まちづくりの視点からの資産の有効活用 

８．外郭団体等への譲渡を検討 

■４０年後の施設量の見通し 

この実行計画では、施設の廃止や集約、複合化や多機能化、更新時の規模の見直し等、

様々な取組みを進めることで、40年後の施設量は約24.2％削減される見込みとなります。 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-８ 災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 ハザード区域とDIDの変遷との関係 

○過去の開発圧力により、斜面地やハザード区域に指定された区域においても、一部で市街化が進

んでいます。 

○市街地後背域に斜面地が存在し、「土砂災害警戒区域」等の指定箇所があります。また、二級河川

では「浸水想定区域」の指定箇所もあります。 

※災害リスクについては、「第8章～防災指針に関する事項～」にて詳細に分析します。 

出典：斜面地は、「国土数値情報（標高傾斜度 5次メッシュ（H23））」データによる平均傾斜角度 5度以上メッシュ地域 

土砂災害警戒区域等は、福岡県「土砂災害警戒区域等」、浸水想定区域は、国土交通省または福岡県「浸水想定区域」 

図 ハザード区域の状況 
出典：斜面地は、「国土数値情報（標高傾斜度 5次メッシュ（H23））」データによる平均傾斜角度 5度以上メッシュ地域 

土砂災害警戒区域等は、福岡県「土砂災害警戒区域等」、浸水想定区域は、国土交通省または福岡県「浸水想定区域」 
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３ 本市の現状と将来動向 

３-９ 人口密度低下による影響 

（１）公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 令和22年人口密度と公共交通路線網との関係 
出典：北九州市「都市計画基礎調査（平成 28，29 年）」 

図 令和22年高齢化率と公共交通路線網との関係 

出典：北九州市「都市計画基礎調査（平成 28，29 年）」 

○人口密度の低い地域では、公共交通のサービス水準の低下が懸念されます。高齢化が高い地域を

必ずしも公共交通がカバーされず、高齢者の外出機会の低下も懸念されます。 
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３ 本市の現状と将来動向 

（２）生活サービス施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○今後、身近な商業施設（食品スーパー・総合スーパー）の利用圏人口が減少し、施設の存続が困難

となれば、いわゆる”買い物弱者”の増加も懸念されます。 

図 身近な商業施設（食品スーパー・総合スーパー）の立地と 

500m商圏人口（令和２年） 

 

出典：北九州市「都市計画基礎調査（令和 2年）」 集客施設立地現況 

（※食品スーパー・総合スーパー：延床面積 1,000～10,000 ㎡未満） 
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３ 本市の現状と将来動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉施設が立地する町・字の人口密度の平均

R2
(人/ha）

R22
(人/ha）

施設が立地する
町字人口密度(平均)

170 146

※対象は施設が立地する町字550地区

医療施設が立地する町・字の人口密度の平均

R2
(人/ha）

R22
(人/ha）

施設が立地する
町字人口密度(平均)

196 171

※対象は施設が立地する町字523地区

○また、身近な医療施設や老人福祉施設周辺の人口密度の減少も大きく、施設の存続が困難となれ

ば同様にサービス水準の低下が懸念されます。 

図 医療施設の立地と人口密度増減（令和2年⇒令和22年） 

出典：国土交通省「令和 2年国土数値情報（医療機関）」 

図 老人福祉施設の立地と人口密度増減（令和2年⇒令和22年） 

出典：国土交通省「平成 27年国土数値情報（福祉施設）」 



 

3-44 

３ 本市の現状と将来動向 

（３）地形（斜面地）・ハザード地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○斜面地には土砂災害警戒区域も多く、高齢化率も高いことから、災害発生時の避難対応など、地

域の自助・共助の低下などが懸念されます。 

○また、土砂災害警戒区域等に指定されている地域には、将来、人口密度が高いと推計される地区

もあり、被災が懸念されます。 

出典：福岡県「土砂災害警戒区域等」 

図 令和22年人口密度と土砂災害警戒区域等の関係 図 令和22年高齢化率と斜面地の関係 

図 斜面地と土砂災害警戒区域等の分布 

出典：北九州市基礎調査（平成28，29年） 



 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

～ 都市構造上の特性と課題及び 

目指すべき都市像 ～ 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

４-１ 本市の都市構造の特性 

本市の都市の地形、土地利用、都市交通の現状等を見ると、都市構造上の特性として、市街地の

拡大が進んでいるものの、公共交通の利便性が高い旧市街地に人口や生活利便施設が集積しており、

複数の拠点が存在していることが挙げられます。 

 

①主要な公共交通軸に沿って高密度に形成された既成市街地と薄く広がった郊外部 

・市街化区域の中における人口等の集積は、北部の平坦地で主要な交通軸に沿って高密度となっ

ています。 

・旧５市が合併したのちも、地形上の制約から、市街地背後の高台（斜面地）等においても住宅

地が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②階層をもった複数の拠点が存在 

・これまで都心・副都心として拠点形成を進めてきた小倉や黒崎においては、市内だけではなく、

周辺市町村をはじめとした市外も含めた広域の拠点となっています。 

・また、小倉都心、黒崎副都心だけではなく、交通利便性の高い地域に、日常生活を支える生活

利便施設も含めた商業・業務機能や文化・交流機能が集積した地域が複数存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 人口密度の状況（令和 2 年） 

  （再掲） 

図 生活利便施設の集積性(100ｍメッシュ) 

（再掲） 

 

図 北九州市の鳥瞰（再掲） 

図 大規模小売店舗の立地動向（再掲） 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

③公共交通の利便性が高いものの、自動車依存も進行 

・公共交通網は市街地全域を概ねカバーしており、特に人口密度が高い既成市街地には、主要な

交通軸が形成されています。 

・その一方で、道路交通環境の改善と相まった自動車利用の増加により、公共交通利用者数は減

少し、自動車依存も進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④旧来からの市街地を中心に、人口、生活利便施設が集積し、公共交通が特に便利な地域が形成 

・公共施設、病院、教育施設など、市民生活に関わる施設は、拠点や主要な交通軸上に多く立地

しています。 

・ただし、社会福祉施設は、公共交通の利便性があまり高くない地域にも立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤産業の受け皿は市街地から離れた地区に存在 

・本市に進出する工場等の受け皿は、新門司や響灘地区など、市街地から離れた地区に存在して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

国道２００号 

一般県道 
大蔵到津線 国道３２２号 

国道１０号 

鹿児島本線 

図 北九州市の運行本数ランク別バス路線網（再掲） 

図 生活利便施設の空間分布（再掲） 

図 市内における産業の受け皿（再掲） 

図 北九州市の交通手段分担率の推移（再掲） 

身近な医療機関 
 

教育施設 
 

公共施設 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

４-２ 本市における都市構造上の課題と対応 

人口減少に伴う都市構造への影響など、本市の都市の現状等を踏まえ、都市構造上の課題とその

対応の方向性を次のとおり整理します。 

本市の都市構造を踏まえ、このような課題に対応していくためには、既存の複数の拠点の機能や、

交通利便性を生かしつつ、住宅や生活利便施設がコンパクトに集約した都市構造を目指していく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人口の減少、高齢者や高齢化率の増加、生産年
齢・年少 

  人口の低下が予測 
 →・働き手の減少による税収の減少 
  ・通学・通勤人口の減少による公共交通利用者

の減少 
○ ＤＩＤ人口密度のさらなる低下が予測 
 →・地域活力の低下 
  ・一人当たりの行政コストの増大 
○ 拠点である市街地中心部ほど、人口密度の低下

が大きいことが予測  
 →・拠点の活力低下 
○ 市街化区域の周縁部の斜面地にける、人口・人

口密度の低下、高齢化率の増加が予測 
 →・地域活力の低下 
○ 小売販売の床効率が低下等するなか、今後、身

近な商業施設（コンビニ・スーパー）の利用圏
人口が減少 

 →・施設の存続が困難となることによる、”買い
物弱者”の増加 

○ 世帯数の減少に伴う空き家の増加が予測 
 →・周辺住環境の悪化、地域活力の低下 
○ 小倉都心部において、未利用地が点在 
 →・未利用地が増加した場合の賑わいや拠点機能

の低下 

＜人口＞

＜土地利用＞

○ 公共交通ネットワークは充実しているものの、
利用者数は減少。今後、人口密度が低くなる地
域も発生 

 →・公共交通利用者数が減少した場合の事業者の
採算性確保に伴う、公共交通のサービス水準
の低下 

＜都市交通＞

○ 地価は、市街化区域、特に中心市街地におい
て、大きく下落 

 →・人口減少や都市機能の撤退による地価の下落
と、これに伴う税収への影響 

○ 公共施設の大規模改修等の将来的な必要額は、
近年の財政水準では大幅に不足 

 →・耐震性が不足した公共施設の使用、老朽化に
より立ち入りや使用を禁止せざるを得ない公
共施設の発生の恐れ 

＜行財政＞

○ 斜面地には、土砂災害計画区域も多く、高齢化
率も高い 

 →・災害発生時の避難対応における、地域の自助・
共助力の低下 

＜災害＞

【 都市の現状等と懸案事項 】 

 
①地域活力の低下 

 [対応] 
 ・生活利便性の高い区域へ

の居住誘導による人口密度

の維持 

 ・人口減少に対応した生活

サービス施設の適切な再配

置 

 
②拠点機能の低下 

 [対応] 
 ・拠点への都市機能の誘導 

 
③公共交通の衰退 

 [対応] 
 ・公共交通による移動の促

進、利便性の向上、ネットワ

ークの維持・存続 

 ・公共交通軸周辺への居住

の誘導 

 
④財政への影響 

 [対応] 
 ・持続可能な都市経営のた

めの行政コストのマネジメン

ト 

⑤災害に対する不安感の増大 

 [対応] 
 ・斜面地から生活利便性の

高い平地へ居住を誘導 

【 都市の課題と対応 】
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

４-３ 集約型の都市構造を形成することによるメリット 

集約型の都市構造を形成することのメリットは、次のような都市生活イメージに整理されます。 

 

①高齢者や障害者も健康で暮らしやすい 

公共交通の利便性の高い地域に都市機能・居住の誘導を行うことで、誰もが見守りや助け合いの

中で暮らすことができ、身近な場所で通院やデイサービスなどが受けられ、地域活動への参加など

で外出の機会が増えて、健康の維持も図られることとなります。 

 

②拠点において賑わいを感じ、楽しめる場が確保される 

商業・業務、医療・福祉、行政などの様々な機能が集積することにより、誰もがアクセスしやす

い街なかに働き口が確保されやすくなるなど、拠点に人が集まり、賑わいが生まれます。そして、

更なる都市機能の集積につながっていきます。 

 

③公共交通の利便性が高い 

公共交通の利便性が高い場所に居住者が増加すれば、安定した公共交通経営が可能となり、運行

本数の増加などのサービスに還元することができます。 

 

④公共施設がより使いやすくなる 

公共施設が複合化・多機能化され、より便利な場所に集約化されることで、行政サービスが効率

的に提供され、より利用しやすくなります。 

 

⑤安全に暮らせる 

災害の危険性のあるハザード区域から街なかに居住を誘導することで、災害のリスクが低下し、

安心・安全に暮らせることができます。また、コミュニティも確保されることから助け合いも可能

となります。 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

４-４ 本市における都市構造形成の基本的な方針 

 

このような本市の将来の都市生活イメージを実現するため、都市構造形成の基本的な方針を以下

のように定めます。 

 

 

 

 

（１）「集約型の都市構造の形成」 

○生活利便性や賑わいが確保され、持続的な都市経営が可能な都市であるためには、都市機能や

人口の一定の集積が必要です。 

○しかしながら、本市の人口が減少基調にあることから、その集積は全市的に低下していくもの

と想定されます。 

○そこで、その影響を最小限度に留めるため、既存ストックの活用や公共交通の維持の視点も踏

まえ、既に都市機能や人口が集積している拠点やその周辺の公共交通利便性の高い既成市街地

において、その集積の維持・向上を進めていきます。 

○このような集約型の都市構造の形成が進むことで、街なかにおいても、郊外部においても、誰

もが暮らしやすいまちの実現が図られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.「集約型の都市構造の形成」 

2.「階層構造の拠点の形成」 

3.「交通網ストックを生かした交通軸の形成」 

図 集約型の都市づくりのイメージ図 

集約型の都市構造の形成 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

（２）「階層構造の拠点形成」 

○本市では、生活利便施設などが集積した地域が複数存在しています。その中でも、市内外も含

めた広域を対象とするような都市機能が集積している地域(小倉都心・黒崎副都心)や、区役所

等の行政区レベルを対象としているような都市機能が集積している地域(地域拠点)などがあ

ります。 

○これらの拠点においては、今後とも本市の都市全体のさらなる魅力の向上や活力の維持に向け

て、高次の都市機能を維持・集積させ、「街なか」における地域色豊かな各拠点間の相互補完機

能を高め、連携していく必要があります。 

○このため、都心･副都心、地域拠点、既に地域に密着した生活サービスを提供している生活拠点

といった階層構造の拠点形成を図ることとし、都心・副都市、地域拠点では今後さらに魅力を

備えていくための施策・事業の展開を、生活拠点では生活利便施設等の維持を図っていきます。 

○このような方針のもと、都心・副都心、地域拠点において都市機能誘導区域を設定するととも

に、これらの拠点を含む街なかにおいて居住誘導区域を設定することを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階層構造の拠点形成 

図 拠点の階層と移動手段のイメージ 

[拠点内移動] 

徒歩、自転車、 

既存公共交通 

徒歩、自転車 

幹線バスなど 

鉄軌道、 
主要幹線バスなど 

徒歩、自転車 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

 

表 「街なか」の「拠点」の役割とまちのイメージ 

 

拠点と街なかの考え方  立地適正化計画 

における対応 地域・拠点 目指すまちのイメージ・役割  

 

拠 

点 

都心・ 

副都心 

都
心 

○北九州都市圏の中心核であり、周辺の市町村も含めた都市

圏や国内外をも対象とする高次の都市機能の集積・維持・

向上を図る地域 

・都市圏内および国内外をも対象とした多様で高度なサービス・

情報（賑わい）を提供 

・若者や女性にも働きやすいビジネスが集積している 

・市内各方面ならびに周辺市町などから訪れ易い 

・広域的な交通の中心 

・多くの人が住み、訪れ、働き、賑わいがある楽しいまち 

・北九州市の顔となる都市景観を有する 

 

 

 

副
都
心 

○北九州都市圏の西部の中核として、周辺の市町村も含めた

都市圏を対象とする高次の都市機能の集積・維持・向上を

図る地域 

・都心と同様に多様で高度なサービス・情報（賑わい）を提供 

・都市圏西部の拠点として周辺市町からも訪れ易い 

・多くの人が住み、訪れ、働き、賑わいがある楽しいまち 

地域 

拠点 

○主要な鉄軌道駅周辺等において、行政区レベルを対象とした都

市機能と人口が集積する地区であり、今後とも、日常生活を支

える高次な都市機能の集積・維持・向上を図っていく地域 

・各拠点の特性（景観、地域性など）を活かした個性あるまち 

・日常生活に必要な各種サービスがほぼ全て受けられる 

・都心・副都心などへも訪れ易い、背後圏からも訪れ易い 

・多くの人が住み、賑わいがある楽しいまち 

 

生活 

拠点 

○既に地域の日常生活に密着した生活利便施設が集積している

地区であり、今後とも、それら施設の維持を図っていく地域 

・地域住民の日常生活を支える商業、医療施設等が集積し、周囲には

良好な住宅地も形成されている 

 

街なか 

○多くの人が住み、便利で暮らしやすい環境が保たれた地域であ

り、今後、居住の誘導、都市基盤の整備等を図っていく地域 

・日常生活に必要な各種サービスが身近で受けられる。 

・公共交通も便利で、マイカーを使わなくても快適に生活できるまち 

・多くの人が住み、交流する、賑わいがある楽しいまち 

・歩き易く、回遊し易い 

   

都
市
機
能
誘
導
区
域 

都
市
機
能
の
集
積
割
合 

居
住
機
能
の
集
積
割
合 

居
住
誘
導
区
域 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

（３）「交通網ストックを生かした交通軸形成」 

○本市の公共交通は、市街地全域を概ねカバーし、既成市街地に鉄軌道、頻度の高いバス路線と

いった幹線軸が既に形成されています。 

○地域公共交通網形成計画において、市内の交通拠点等相互や隣接周辺地域を結び、高水準のサ

ービスを提供する交流軸を「主要幹線軸」に設定し、「主要幹線軸」を補完し比較的高いサービ

スを提供する交流軸を「幹線軸」に設定しています。 

○このため、居住誘導区域は、これら「幹線軸」沿線に設定することを基本とするなど、公共交

通ネットワークを生かしたまちづくりを展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通網ストックを生かした交通軸形成 

[公共交通軸における運行サービス水準] 

○「主要幹線軸」については、概ね10分に1本以上の頻度で、公共交通機関が運行する交通軸。 

○「幹線軸」については、概ね30分に1本以上の頻度で、公共交通機関が運行する交通軸。 

図 北九州市における望ましい公共交通ネットワーク 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

 

本章でこれまで記載した内容をまとめると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

≫生活利便性の高い区域への居住誘導
による人口密度の維持 

≫人口減少に対応した生活サービス施
設の適切な再配置 

 
 
≫拠点への都市機能の誘導 
 
 
≫公共交通による移動の促進、利便性

の向上、ネットワークの維持・存続 
≫公共交通軸周辺への居住の誘導 
 

 
≫持続可能な都市経営のための行政コ

ストのマネジメント 
 

 
≫斜面地から生活利便性の高い平地へ

居住を誘導 

都市構造上の課題と対応  

 

 
○高齢者や障害者も健康で暮しやすい 

(地域活動への参加や歩くことなどで外出が増え、 

健康の維持・増進も図られる) 
 
○拠点において商業・業務、医療・福祉、⾏

政などの様々な機能が集積することによ
り、賑わいを感じ、楽しめる場が確保 
(人が集まり賑わうことが、更なる都市機能集積に

繋がっていく) 

 
○公共交通の利便性が高い 

(公共交通利便性が高い場所の居住者が増加⇒安定

した公共交通経営が可能⇒運行本数増加などの

サービスに還元) 

 

○公共施設がより使いやすくなる 
(公共施設がより便利な場所に集約化されること

で、行政サービスが効率的に提供され、より利用

しやすくなる) 

 
○安全に暮らせる 

(災害の危険性が少なく、助け合いも可能) 

 

集約型の都市構造を形成する 

ことによるメリット 

 
北九州市の都市構造の特性 

○公共交通の利便性が高いものの、⾃動⾞依存も進⾏ 

既存の複数の拠点の機能や、交通利便性を生かしつつ、住宅や生活利便施設

がコンパクトに集約した都市構造を目指す 

【基本方針】 

 

 

○産業の受け⽫は市街地から離れた地区に存在 

○旧来からの市街地を中⼼に、⼈⼝、⽣活利便施設が集積し、公共交通が特に便利な地域が形成 

○階層をもった複数の拠点が存在 

○主要な公共交通軸に沿って高密度に形成された既成市街地と薄く広がった郊外部 

地域活⼒の低下 

集約型の都市構造の形成 

拠点機能の低下 

公共交通の衰退 

階層構造の拠点形成 

財政への影響 

災害に対する不安感の増大 

交通網ストックを生かした交通軸形成 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

４-５ 都市空間形成の方向性（目指すべき都市像） 

ここでは、４－４で整理した｢本市における都市構造形成の基本的な方針｣のもと、生活利便施設

などが集積した各｢拠点｣について、それぞれのまちづくりの方向性等を再確認し、都心･副都心、地

域拠点、生活拠点のどの階層に位置づけられるかを整理した上で、都市全体を見渡して、これら拠

点とその拠点間を結ぶ軸を骨格とする将来の全体都市構造をどう設定するのかを検討します。 

 

（１）現行の上位計画において位置づけられた拠点の把握 

本市においては、北九州市都市計画マスタープラン（平成15年策定）において「街なか」の重点

化や「拠点地区」における都市機能の強化を、「元気発進!北九州」プラン（平成20年策定）におい

て「街なか」居住の推進や生活支援拠点の充実を、都市づくりの基本とするなど、「街なか」の「拠

点」となる地区を特に重視してきた経緯を有しています。 

このため、拠点のまちづくりの方向性等と将来の全体都市構造を検討するにあたっては、蓄積し

たストックの活用を図るとともに、「街なか」の「拠点」を重視する考え方を継続することとし、現

状把握等は、現行の上位計画（「元気発進!北九州」プラン、北九州市都市計画マスタープラン及び

北九州都市計画区域マスタープラン（福岡県策定））において位置づけられた各「拠点」を対象とす

ることとします。 

  <     >は、同一拠点で複数名称がある場合の、都市計画区域マスタープランにおける名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行の上位計画で位置づけられた拠点） 

小倉都心  黒崎副都心  門司港  門司  城野  徳力･守恒 <北方･守恒周辺> 

下曽根   若松  八幡  東折尾 <JR陣原駅周辺>  折尾  八幡南  戸畑 

上葛原周辺  学術研究都市周辺  二島周辺  永犬丸･三ヶ森周辺 

図 「元気発進！北九州」プランで示される「主な生活支援拠点」と都市計画マスタープラン等の拠点 

学術研究都市周辺

永犬丸・三ヶ森周辺

二島周辺

東折尾

上葛原周辺
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（２）各拠点における生活利便施設等の配置状況の把握 

本市には、拠点だけでなく主要な交通軸上に、商店･診療所から商業施設･病院まで、様々な規模

の生活利便施設が立地しています。 

これまで都市機能の強化を図ってきた「街なか」の拠点について、将来に向けて階層構造の拠点

の形成を図るためには、比較的高次の都市機能を誘導していく必要があることから、各拠点の現状

把握においては、これらの都市機能を担う生活利便施設の配置状況を把握することとします。 

 

このため、配置状況等を把握する都市機能は、以下のとおりとします。 

○小売店舗(売場面積3,000㎡以上) 

○医療施設(病床数200床以上） 

○福祉施設(収容人数200人以上) 

○大学・短期大学(学生数500人以上) 

○公共施設  

 

また、各拠点の地理的な検討の範囲は、以下のとおりとします。 

○北九州都市計画区域マスタープランにおける広域拠点・拠点の同区域内。ただし、当該区域

が明確化されていない拠点については次のとおり。 

・徳力・守恒：モノレール北方、競馬場前、守恒、徳力公団前の4停留場から半径500mの 

同心円内 

・八幡南：筑豊電気鉄道木屋瀬、新木屋瀬の2駅から半径500ｍの同心円内 

・東折尾：JR鹿児島本線陣原駅から半径500ｍの同心円内 

・上葛原：上葛原及び上葛原第2土地区画整理事業をあわせた区域内 

・二島：JR筑豊本線二島駅から半径500ｍの同心円内 

・永犬丸・三ヶ森：筑豊電気鉄道永犬丸、三ヶ森の2駅から半径500ｍの同心円内 

○公共施設マネジメント実行計画（平成28年2月）のモデルプロジェクト再配置計画に定める集

約先の対象とする場所・区域。 

以上をまとめると資料編P●●～P●●の図（凡例の「区域マス」は北九州都市計画区域マスター

プランのことをいう）になります。 

 

 

 

 

 

 

 

北九州都市計画区域マスタープラン（福岡県決定）で定める広域拠点・拠点とは： 
 
広域拠点は、広域的で多様な都市機能の集積を図るため、大規模集客施設の立地を誘導する区

域で、原則として床面積等の規模上限なく大規模集客施設が立地できる区域。 
拠点は、身近な地域において都市機能の集積を図るものとし、立地の影響が一つの市町村の範

囲内に留まる程度の大規模集客施設の立地を誘導する区域。 
誘導する大規模集客施設の種類等については、P86参照。 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

（３）各拠点の将来のまちづくりの方向性と拠点階層の整理 

各拠点において、 

・本市の直近の新たな施策や都市機能を強化する事業の展開など各拠点の｢拠点性の向上要因｣を

挙げた上で、 

・（2）で把握した比較的高次の都市機能を担う生活利便施設の配置状況 

を踏まえ、 

｢将来のまちづくりの方向性｣、このまちづくりの実現を図るために維持または誘導すべき高次都

市機能(｢期待される役割｣)を整理します。 

ここで期待される役割としての高次都市機能の立地イメージは以下のとおりとします。 

○業務   ：本市内に本社機能を置く企業の本店、全国展開がなされる企業の支店が多く

立地しオフィス街を形成。 

○商業   ：小売店舗(売場面積3,000㎡以上)が立地。 

○医療   ：高次の医療が受けられる医療施設（病床数200床以上）が立地。 

○教育・文化：大学・短大等（学生数500人以上）、市外や国外からの利用も想定される会議

施設、文化施設などが立地。 

○観光   ：市外からの入込が多い観光施設などが立地。 

○行政   ：庁舎、区役所、基幹図書館、再配置計画に基づき集約する公共施設が立地。 

○交通機能 ：３つ以上の公共交通モード(交通事業者で判断。例として、鉄道、バス、モ

ノレールなど)での交通結節が可能。 

これらをまとめるとP82の表のとおりです。 

これをもとにして、これまでの上位計画に位置づけられた各拠点がどの拠点階層に相当するかを

あらためて見ると、 

｢都心･副都心｣は、 

・少なくとも、高度な交通結節機能(３つ以上の公共交通モードを有しているもの)を担うもの 

｢地域拠点｣は、都心･副都心を除き、 

・期待される役割がある拠点のうち、 

・複数の上位計画に拠点等の位置づけがあるもの、又は、２種以上の高次都市機能が期待され

るもの 

｢生活拠点｣は、都心･副都心及び地域拠点以外のもの 

と整理することができます。 

なお、同一拠点で複数名称があるものがあるため、以下、立地適正化計画における都心･副都心、

地域拠点、生活拠点の地区名称は次のとおりとします。また、八幡の地区名称については、博物館

等の観光資源の集積や北九州スマートコミュニティ創造事業等の実施により拠点性が向上してい

る東田地区も含めて一の拠点として扱うこととし、｢八幡･東田｣とすることとします。 

 

  

（立地適正化計画における都心･副都心、地域拠点、生活拠点の地区名称)） 

小倉都心   黒崎副都心   門司港   門司   城野   徳力･守恒 

下曽根   若松   八幡・東田   東折尾   折尾   八幡南   戸畑 

上葛原   学術研究都市   二島   永犬丸･三ヶ森 
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（４）将来都市構造 

都心･副都心、地域拠点として整理した各拠点を図として表すとP83の通りです。 

拠点とこれらを結ぶ軸から構成される、目指すべき本市の将来の全体都市構造は、門司港が頭で、

学術研究都市が尻尾、南の下曽根･八幡南等を足とする、いわば｢コンパクトザウルス｣型の都市構

造ということができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「コンパクトザウルス」について 
北九州市の拠点とこれらを結ぶ軸を骨格とする、都市構造型

キャラクター。子供たちをはじめ多くの人に、コンパクトなま
ちづくりに関心を持ってもらうため、現れました。街なか出身。 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 
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４ 都市構造上の特性と課題及び目指すべき都市像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


